
介護保険とは？
介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるしくみが介護保険制度です。

介護保険制度とは？
65歳以上の高齢者または40～64歳の特定疾病患者のうち
介護が必要になって人を社会全体で支える仕組み

<特定疾病>
①末期がん

②関節リウマチ

③筋萎縮性側索硬化症

④後縦靱帯骨化症

⑤骨折を伴う骨粗鬆症

⑥初老期における認知症

⑦進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症
及びパーキンソン病

⑧脊髄小脳変性症

⑨脊柱管狭窄症

⑩早老症

⑪多系統萎縮症

⑫糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症及び
糖尿病性網膜症

⑬脳血管疾患

⑭閉塞性動脈硬化症

⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯変形性関節症

・保険料の支払い義務はどちらにもありますが、
サービスの対象者 (受給者) は、
原則として第1号被保険者だけです。

・第２号被保険者は老化に起因する疾病
(指定の16疾病)により介護認定を受けた
場合に限りサービスの対象となります。

<介護保険の加入者>
第１号被保険者＝65歳以上の方
第２号被保険者＝40歳～64歳までの方



介護保険サービスを受けるには？
「まずは申請しましょう」

※申請に必要なもの

・申請書・マイナンバー通知書・介護保険の被保険者証

・健康保険の保険証(第2号被保険者（65歳以下）の場合）



介護保険サービスの種類

要介護
1～5

要支援1
要支援2

非該当
(サービス事業
対象者)

居宅
サービス
計画

介護予防
サービス
計画

介護予防
ケアマネジメント

生活機能の低下
がみられる方

自立して生活
できる方

<施設サービス>
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

<居宅サービス>
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所
<地域密着型サービス>
・定期巡回
・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護

<介護予防サービス>
・介護予防訪問介護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導
<地域密着型介護予防サービス>
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護

<介護予防・生活支援サービス事業>
・訪問型サービス
・通所型サービス
・その他生活支援サービス

<一般介護予防事業>
※すべての高齢者が利用可

・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ活動支援事業
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地域包括支援センター

ケアマネージャー


